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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

電気計測器工業会（JEMIMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。これによって，JIS C 1010-1:2014 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 1010 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 1010-1 第 1 部：一般要求事項 

JIS C 1010-2-30 第 2-30 部：試験及び測定回路に対する個別要求事項 

JIS C 1010-2-32 第 2-32 部：電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作する電流センサに対す

る個別要求事項 

JIS C 1010-2-33 第 2-33 部：主電源電圧が測定可能な家庭用及び専門家用の手持形マルチメータ及び

他のメータに対する個別要求事項 

JIS C 1010-2-101 第 2-101 部：体外診断用医療機器の個別要求事項 

JIS C 1010-2-201 第 2-201 部：制御装置の個別要求事項 

JIS C 1010-31 第 31 部：電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作するプローブアセンブリに

対する安全要求事項 
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日本工業規格          JIS 
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測定用，制御用及び試験室用電気機器の安全性－ 

第 1 部：一般要求事項 

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 

laboratory use-Part 1: General requirements 

 

序文 

この規格は，2010 年に第 3 版として発行された IEC 61010-1 及び Amendment 1（2016）を基とし，技術

的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし，追補（amendment）については，編集し，一体

とした。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

1.1 範囲 

1.1.1 適用範囲に含む機器 

この規格は，次の a)～c) に示す電気機器及びそれらの附属品に対する一般安全要求事項について規定す

る。 

a) 試験用及び測定用電気機器 試験用電気機器及び測定用電気機器は，電磁気的な手段によって，一つ

以上の電気的な又は物理的な量を試験，測定，指示又は記録する機器であり，また，信号発生器，測

定用標準器，試験室用途の電源，変換器，送信器などのような非測定用機器も含む。 

注記 1 これらの機器には，他の個別機器での試験又は測定作業を補助する机上に置いて用いる電

源類を含む。ただし，機器に電力を供給する電源類は，JIS C 61558-1 の適用範囲内である

［1.1.2 g) 参照］。 

この規格は，製造工程の中に組み込んで，製造されたデバイスの試験装置にも適用する。 

注記 2 製造工程で用いる試験用電気機器は，産業用機械に隣接して設置し，相互に接続すること

がある。 

b) 工業プロセス制御用電気機器 工業プロセス制御用電気機器は，手動設定，ローカル若しくはリモー

トでのプログラミング，又は一つ以上の入力変数で決定したそれぞれの値で，一つ以上の出力量を特

定の値に制御する機器である。 

c) 試験室用電気機器 試験室用電気機器は，材料の測定，指示，監視，検査若しくは分析をする機器，

又は材料を調合するために用いる機器である。また，IVD（In vitro diagnostic：体外診断）機器を含む。 

この機器は，試験室以外の場所でも用いることがある。家庭で用いる自己検査用 IVD 機器，及び輸

送中に人又は材料を照合するために用いる検査機器は，この事例に含む。 


